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　　食物アレルギーによる健康被害の発生を防止する観

点から， アレルゲンを含む食品に関する表示について

は， 食品表示法に基づく食品表示基準 （平成 27 年内

閣府令第 10 号） に規定され， それを含む加工食品に

表示を義務付けている． 令和 5 年 3 月に， くるみに

よるアレルギー症例数の増加等を踏まえ， 食品表示基

準が改正され， くるみを加えたえび， かに， 小麦， そ

ば， 卵， 乳， 落花生 （ピーナッツ） の 8 品目の表示が

義務付けられている．

　　神奈川県衛生研究所 （以下， 当所） では， 特定原材

料を含む食品の適切な表示及び製造工程上のコンタミ

ネーションを監視する目的のため平成 15 年度に加工

食品中のアレルゲンに関する先行調査研究 1) を実施

し， 平成 16 年度からはアレルゲンの収去検査 2, 3) を

行っている． アレルゲン検査における定量検査法は，

通知 4) に従い， 検査特性の異なる 2 種類のキットを

用いた ELISA 法によるスクリーニング検査を実施し

ている． 本報では， 平成 28 年度から令和 5 年度まで

の卵， 乳及び小麦を対象とした検査結果並びに添加回

収試験の結果をまとめたので報告する．

　　試料は， 平成 28 年度から令和 5 年度に神奈川県内

で流通していた， 検査対象とする特定原材料が原材料

表示に記載されていない食品 159 検体を収去により

入手した． アレルゲンごとの食品分類， 検体数及び主

な品目を表 1 に示した． 定量検査キットは， ( 株 ) 森

永生科学研究所製モリナガ FASPEK エライザⅡ （以

下，M キット）（卵（卵白アルブミン），牛乳（カゼイン），

小麦 （グリアジン）） 及び日本ハム ( 株 )FASTKIT エ

ライザ Ver. Ⅲシリーズ （以下， N キット） （卵， 牛乳，

小麦） を用いた． 試料調製， 抽出操作， 測定条件等は

通知 4) 及びそれぞれの検査キットの取扱説明書に従っ

た．

　　表 2 に平成 28 年度から令和 5 年度までの加工食品

中の各種アレルゲンの検査結果をまとめた． いずれの

アレルゲンについても容器包装詰加圧加熱滅菌食品が

全検体の 17~42% を占め，多く選定されていた（表 1）．

卵に関しては菓子類を中心に 60 検体， 乳に関しても

菓子類を中心に 59 検体， 小麦に関しては容器包装詰

加圧加熱滅菌食品を中心に 40 検体検査し， いずれも

定量限界値 （1.0 µg/g） 未満で陰性であった． 乳の検

体では， 他のアレルゲンで依頼の無かった清涼飲料水

が比較的多く選定されていたことが特徴的であった．

これは， 牛乳の代替として豆乳やアーモンドミルク等

の植物性飲料を選定していたことに起因すると考えら

れた （表 1）． また， 小麦についても乳同様に， 代替

原料として米粉や玄米粉を使った加工食品が多く選定

されていた （表 1）． いずれのアレルゲンについても，

原材料表示と測定結果は一致していた． 当所では， 平

成 26 年度 2) から令和 5 年度までの 199 検体 （今回

の 159 検体を含む） 全て定量限界値 （1.0 µg/g） 未

満で陰性となり， 加工食品への特定原材料の表示監視

により， 一定の効果が現れていることが示唆された．

　　M キット及び N キットを用いた添加回収試験は，

検査実施ごとに食品分類及び形状が異なる 3 検体を

原則選び， 実施した． 測定溶液の最終濃度が 10 ng/

mL （検体中の濃度として 4 µg/g） となるように，

各食品抽出液にキットに備えられている標準溶液 （50 

ng/mL） を添加した． アレルゲンと添加回収試験の

検体数の内訳は， 卵では 9 検体， 乳では 8 検体， 小

麦では 6 検体で計 23 検体となった． 各食品抽出液か

らの回収率は， M キットでは 40 ～ 94%， 平均回収

率は 82%， N キットでは 66 ～ 96%， 平均回収率は

79% となり， チューブ入り調味料のわさび加工品 （以

下， わさび加工品） の M キット牛乳 （カゼイン） の

回収率 40% を除くと， 良好な結果であった （表 3）．

一方， わさび加工品の N キット牛乳では 89% と高い

回収率であった． わさび加工品の M キット牛乳 （カ

ゼイン）の添加回収試験時の記録を確認すると，3 ウェ

ル併行で行った各ウェルの吸光度のばらつきは小さ

く， 検量線及び同時に行った他 2 検体 （カンパン及

び発酵豆乳食品） の添加回収率の結果 （表 3） から，

M キット牛乳 （カゼイン） の試験操作に問題はなく，
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当該検査は適切に行われたと判断した． そこで， 本現

象が M キット牛乳 （カゼイン） に特有な反応なのか

を確認するため， 同じ検体を用いて改めて抽出から行

い， M キットの牛乳 （カゼイン）， 卵 （卵白アルブミ

ン） 及び小麦 （グリアジン） について添加回収試験を

行った． この結果， 牛乳 （カゼイン） では 43% と低

回収率となり， 再現性が認められた． 他の卵 （卵白ア

ルブミン） では 88%， 小麦 （グリアジン） では 89%

と良好な回収率であっため， 牛乳 （カゼイン） に特有

な反応であることが示唆された． 加藤ら 5) は， N キッ

トは， 牛乳に含まれる全てのタンパク質を免疫抗原と

しており， 牛乳タンパク質を幅広く検出することを特

徴としているが， M キット牛乳 （カゼイン） は精製

したカゼインを免疫抗原とし， カゼイン特異的なポリ

クロナール抗体を用いることで特異性に優れていると

述べている． このことより， わさび加工品抽出液中に

含まれる，わさびあるいはわさび以外の成分が，Mキッ

ト牛乳 （カゼイン） では， カゼインとカゼイン特異的

なポリクロナール抗体との反応を阻害しているため回

収率が低くなったが， N キットでは， 牛乳タンパク

質を幅広く検出する複合抗原を認識するポリクロナー

ル抗体を利用するため影響を受けなかったのではない

かと推測した． 本添加回収試験結果からも， 幅広く，

漏れなくアレルゲンを検出するには， 特性が異なる 2

種類の検査キットを用いる重要性を再確認できた． な

表１　アレルゲンごとの食品分類，検体数及び主な品目

1)　2 種類の検査キットのいずれかで 1.0 µg/g 以上を示した検体数

表２　神奈川県内で流通していた加工食品中の各種アレル

ゲンの検査結果（平成 28 年度から令和 5 年度まで）
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